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議案第118号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

１ 施設の名称  忠類診療所 

 

２ 指定管理者  帯広市西４条南15丁目17番地３ 

         公益財団法人北海道医療団  

         理事長 三浦 雅人 

 

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和10年３月31日まで 

 


